
 

 

 

重点対策加速化事業（脱炭素移行・再エネ推進交付金）について 

 

１．概要 

 重点対策加速化事業とは、２０３０年度 CO2 排出削減目標達成などのために、全国

的な再エネ導入などの底上げを図るため、地域共生再エネの導入や住宅の省エネ性能向

上など脱炭素の基盤となる重点対策の複合実施について、意欲的に取り組む地方公共団

体を複数年にわたり包括的に支援する事業で、１事業計画（５カ年計画）に対し、環境

省から最大で２０億円が交付されるもの。 

 当町においても、令和６年度から令和１０年度を想定し、地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）に記載した施策に係る下記事業を計画として見込んでおり、申請時期が明確

になった段階（次回申請は年明けに公表される予定）で事業計画を環境省へ申請したい。 

 

２．現在計画している事業 

（１）屋根置きなど自家消費型の太陽光発電 

  公共施設の屋根や敷地内への太陽光発電施設の導入や、住宅への太陽光発電設備、

蓄電池の設置について補助を実施。 

 （２）地域共生・地域裨益型再エネの立地 

   町有の遊休地に太陽光発電施設を設置し、公共施設へ電力を供給する。 

   町内の未利用地かつ促進エリアへの太陽光発電施設設置補助を実施。 

 （３）民間事業者等における徹底した省エネと改修時等のＺＥＢ化誘導 

   民間の新築・改修予定の施設に対し、太陽光発電設備の設置を含むＺＥＢ化誘導

を行うため、事業費に対し補助を実施。 

 （４）住宅・建築物の省エネ性能等の向上 

   民間の新築予定の住宅等に対し、太陽光発電設備の設置を含むＺＥＨ化誘導を行

うため、事業費に対し補助を実施。 

   また、既存住宅への断熱改修補助を実施。 

 （５）ゼロカーボン・ドライブ 

   入替対象となる公用車をＥＶ車等へ切り替える。 

   また、町内のＥＶ車等の購入に対し補助を実施するなどの支援を実施。 

 

３．その他 

 申請した事業計画が内定した場合は、町内向けの補助事業について広報等で周知を行

う予定。 
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